
認知症対応型共同生活介護

介護度
基本

サービス
費

サービス
提供体制

強化加算Ⅲ

医療連携
体制加算
Ⅰ（ハ）

医療連携
体制加算

Ⅱ

介護職員処遇
改善加算Ⅱ 小計 共益費 食費 タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＤ

要支援２ 749 134 1,778 タイプＡ 800 朝食 要支援２ 4,228 4,428 4,628 4,728

要介護１ 753 143 1,888 タイプＢ 1,000 300 要介護１ 4,338 4,538 4,738 4,838

要介護２ 788 149 1,970 ＋ タイプＣ 1,200 ＋ ＋ 昼食 ＝ 要介護２ 4,420 4,620 4,820 4,920

要介護３ 812 153 2,026 タイプＤ 1,300 400 要介護３ 4,476 4,676 4,876 4,976

要介護４ 828 156 2,064 夕食 要介護４ 4,514 4,714 4,914 5,014

要介護５ 845 159 2,104 400 要介護５ 4,554 4,754 4,954 5,054

短期利用共同生活介護

介護度
基本

サービス
費

サービス
提供体制

強化加算Ⅲ

医療連携
体制加算
Ⅰ（ハ）

医療連携
体制加算

Ⅱ

介護職員処遇
改善加算Ⅱ 小計 共益費 食費 タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＤ

要支援２ 777 139 1,844 タイプＡ 800 朝食 要支援２ 4,294 4,494 4,694 4,794

要介護１ 781 148 1,954 タイプＢ 1,000 300 要介護１ 4,404 4,604 4,804 4,904

要介護２ 817 154 2,038 ＋ タイプＣ 1,200 ＋ ＋ 昼食 ＝ 要介護２ 4,488 4,688 4,888 4,988

要介護３ 841 158 2,094 タイプＤ 1,300 400 要介護３ 4,544 4,744 4,944 5,044

要介護４ 858 161 2,134 夕食 要介護４ 4,584 4,784 4,984 5,084

要介護５ 874 164 2,172 400 要介護５ 4,622 4,822 5,022 5,122

※介護職員処遇改善加算Ⅱの算出方法→(基本報酬＋加算)×0.178

※このほか状況によって下記の加算が追加される場合があります。
「初期加算」30円/日（入居日から30日以内）
「認知症専門ケア加算Ⅰ」3円/日（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ、又はMに該当する対象者のみ）
「退居時相談援助加算」400円/回（1回限り）
「若年性認知症受入加算」120円/日
「看取り介護加算１」72円/日（死亡日以前31日以上45日以下　「看取り介護加算２」144円/日（死亡日以前4日以上30日以下）　
「看取り介護加算３」680円/日（死亡日以前2日又は3日）　「看取り介護加算４」1280円/日（死亡日）
「科学的介護推進体制加算」40円/月
「生活機能向上連携加算」200円/月
「口腔・栄養スクリーニング加算」20円/回
「入院時費用」246円/日（1月に6日を限度）
「協力医療機関連携加算Ⅰ」100円/月
「退去時情報提供加算」250円/回（1回限り）
「新興感染症等施設療養費」240円/日（月5日限度）
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」10円/月
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」5円/月
「短期共同生活認知症行動・心理症状緊急対応加算」200円/日　（7日限度）
※オムツ代、理美容代、娯楽費、医療費、個人の日用品他は別途費用が必要になります。 令和６年４月１日改訂

日額概算

部屋代

6 550
37 5

グループホーム向喜来の家　料金表　日額
 （介護保険負担割合2割の場合）

日額概算

部屋代

6 550
37 5


